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北海道条例第６９号

北海道税条例の一部を改正する条例

北海道税条例（昭和２５年北海道条例第５６号）の一部を次のように改正する。

附則第５条の４第１項第２号ウ中「並びに租税特別措置法第１０条」を「、租税

特別措置法第１０条」に、「及び第１０条の２の２から第１０条の７まで」を「、第１０

条の２の２から第１０条の６まで及び第１０条の７（東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以下「震災特例法」

という。）第１０条の４の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定

による控除額並びに震災特例法第１０条の２及び第１０条の３」に改める。

附則第１０条の２第１項中「及び附則第１１条第３項」を「、附則第１１条第３項及

び附則第１２条の４」に改める。

附則第１２条の４を附則第１２条の３の２とし、同条の次に次の２条を加える。

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例）

第１２条の３の３ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本

大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原

子力発電所の事故による災害をいう。次条において同じ。）により滅失（震災

特例法第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項において同じ。）

をしたことによってその居住の用に供することができなくなった道民税の所得

割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又

は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する

譲渡をいう。）をした場合には、附則第５条の４第１項第２号イ中「第３１条の

３」とあるのは「第３１条の３（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規定により

適用される場合を含む。）」と、附則第１０条第１項中「第３６条」とあるのは「第

３６条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第

１１条の６第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、「同法第３１条第１

項」とあるのは「租税特別措置法第３１条第１項」と、附則第１０条の２第３項中

「第３７条の９の５まで」とあるのは「第３７条の９の５まで（東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定に

より適用される場合を含む。）」と、附則第１０条の３第１項中「租税特別措置

法第３１条の３第１項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される租税特別

措置法第３１条の３第１項」と、附則第１１条第１項中「第３６条」とあるのは「第

３６条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第

１１条の６第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、「同法第３２条第１

項」とあるのは「租税特別措置法第３２条第１項」として、附則第５条の４又は

附則第１０条から附則第１１条までの規定を適用する。

２ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の法第４５条の２第

１項又は第３項の規定による道民税に関する申告書（その提出期限後において

道民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提

出された法第４５条の３第１項の確定申告書を含む。）に、前項の規定の適用を

受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。）に限り、適

用する。

（東日本大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例）

第１２条の４ 附則第１０条の２第２項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又

は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する

期間（その末日が平成２３年１２月３１日であるものに限る。）内に租税特別措置法

第３１条の２第２項第１２号から第１６号までに掲げる土地等の譲渡に該当すること
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が困難となった場合で政令附則第２７条の３第２項に規定する場合において、同

条第３項に規定する日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定

に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められるこ

とにつき総務省令附則第２２条の２第２項に規定するところにより証明がされた

ときは、当該譲渡の日から政令附則第２７条の３第３項に規定する日までの期間

を附則第１０条の２第２項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

附則第１２条の５の見出し中「適用期間」を「適用期間等」に改め、同条中「東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法

律第２９号。次条において「震災特例法」という。）」を「震災特例法」に改め、

同条に次の１項を加える。

２ 道民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第３

項若しくは第４項又は第１３条の２第１項から第５項までの規定の適用を受けた

場合における附則第５条の４及び附則第５条の４の２の規定の適用について

は、附則第５条の４第１項第１号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成７年法律第１１号）第１６条第１項か

ら第３項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律（平成７年法律第１１号）第１６条第１項から第３項ま

で又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

（平成２３年法律第２９号）第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条の２第１

項から第５項まで」と、「住宅借入金等の金額」とあるのは「住宅借入金等の

金額（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第

１３条第３項又は第４項の規定の適用を受ける者の有する平成２３年から平成２５年

までの居住年に係る同条第５項第１号に規定する新規住宅借入金等の金額を除

く。）」と、「当該金額」とあるのは「当該住宅借入金等の金額」と、「これら

の規定」とあるのは「租税特別措置法第４１条第２項若しくは第４１条の２、阪神

・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１６条第

１項から第３項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条の２第１項から第

５項までの規定」と、「計算した同項」とあるのは「計算した租税特別措置法

第４１条第１項」と、附則第５条の４の２第１項第１号中「又は阪神・淡路大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第

３項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで又は東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第３項若しくは第４項若

しくは第１３条の２第１項から第５項まで」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第５条の４第１項第２号ウ

及び附則第１２条の５の改正規定は、平成２４年１月１日から施行する。
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